
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
診
券
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

健
康
課
健
康
長
寿
担
当
（
す
こ
や
か

交
流
プ
ラ
ザ
内
）☎（

５
０
１
）２
２
２
２

引
き
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代

わ
っ
て
市
町
村
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

　
原
則
、
全
て
の
従
業
員
が
対
象
で
す
が
、

一
定
の
基
準
に
当
て
は
ま
り
、
か
つ
、
特

別
徴
収
が
困
難
な
場
合
は
、
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
す
る
際
に
「
普
通
徴
収
申
請

書
」
に
よ
る
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、
特

別
徴
収
を
行
わ
な
い
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
個

人
住
民
税
　
特
別
徴
収
推
進
の
ひ
ろ
ば
」

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
◇
制
度
・
内
容
に
つ
い
て

　
　
福
岡
県
税
務
課
個
人
住
民
税
徴
収
機

　
　
動
班
　
　
　
☎（
６
４
３
）３
０
４
９

　
◇
手
続
き
に
つ
い
て

　
　
市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
８

　
歯
科
検
診
を
お
得
に
受
け
ら
れ
る
10
年

に
一
度
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

　
ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
者
に
は
、
８
月
末
に
受
診
券
を
送
っ

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
受
診
券
ま
た
は

ル
ー
ル
を
守
っ
て

　
事
業
所
ご
み
は
法
律
に
よ
り
、
自
己
処

理
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
自
己
処
理
が
で
き
な
い
一
般
廃
棄
物

は
、
市
が
許
可
し
た
地
区
担
当
の
収
集
業

者
に
依
頼
す
る
か
、
処
理
施
設
に
直
接
持

ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
産
業
廃
棄
物
は
、
専
門
の
処
理
業
者
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
を
削
減
す
る
た
め
に

　
資
源
物
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と

で
、
ご
み
を
減
ら
せ
ま
す
。

　
ご
み
減
量
指
導
員
が
市
内
事
業
所
を
訪

問
し
、
資
源
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る

も
の
や
処
理
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。
分
か
ら
な
い
こ
と
は
、
気
軽
に
質
問

し
て
く
だ
さ
い
。

●
古
紙
の
リ
サ
イ
ク
ル
方
法

　
古
紙
回
収
業
者
に
引
き
取
り
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。
ご
み
減
量
指
導
員
が

訪
問
の
際
に
、
無
料
回
収
業
者
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　
回
収
に
は
、
事
前
の
登
録
が
必
要
で

す
。
循
環
型
社
会
推
進
課
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

※
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
た
紙
も
回
収
し

ま
す
。

●
分
別
方
法

　
雑
が
み
・
新
聞
紙
・
雑
誌
・
ダ
ン
ボ
ー

ル
・Ｏ
Ａ
用
紙
・
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け

た
紙
な
ど
に
分
け
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
濡
れ
て
い
る
紙
は
出
せ
ま
せ
ん
。

事
業
所
ご
み
を
家
庭
用
ご
み
袋
に
入
れ
て

出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

　
個
人
事
業
者
で
、
自
宅
と
事
務
所
や
店

舗
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
、
自
宅
か
ら

出
た
ご
み
と
事
務
所
や
店
舗
か
ら
出
た
ご

み
を
併
せ
て
、
家
庭
ご
み
と
し
て
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
所
ご
み
は
、
家
庭
ご
み
と
分
け
、

処
理
施
設
に
直
接
持
ち
込
む
か
、
地
区
担

当
の
収
集
業
者
に
収
集
を
依
頼
し
、
事
業

所
用
ご
み
袋
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
収
集
業
者

㈲
大
野
城
美
掃☎（

５
０
３
）６
１
６
６

㈲
ク
リ
ー
ン
み
か
さ

☎（
５
７
５
）２
７
８
９

㈱
大
野
環
境

☎（
５
８
６
）３
０
２
０

●
問
い
合
わ
せ
先
　

循
環
型
社
会
推
進
課
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

推
進
担
当
　
☎（
５
８
０
）１
８
８
６

事
業
所
ご
み
の
減
量
と
ル
ー
ル
の
確
認

　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
、
総
排
気
量

50
㏄
以
下
の
従
来
の
原
動
機
付
自
転
車
に

加
え
て
、
総
排
気
量
１
２
５
㏄
以
下
の
二

輪
車
で
、
最
高
出
力
を
４
・
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
下
に
制
御
し
た
も
の（
新
基
準
原
付
）

も
、
原
付
免
許
で
運
転
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

 

●
税
額
と
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

　
　
新
基
準
原
付
の
税
額
は
２
０
０
０
円

（
年
額
）
で
す
。
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

は
白
色
で
、
総
排
気
量
50
㏄
以
下
の

原
付
と
同
じ
色
で
す
。

●
登
録
に
必
要
な
書
類
　
◇
販
売
・
譲
渡

証
明
書
◇
最
高
出
力
確
認
済
証
明
書

（
販
売
・
譲
渡
証
明
書
に
最
高
出
力
の

記
載
が
あ
る
場
合
は
省
略
可
）

●
問
い
合
わ
せ
先

市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
７

　
婚
姻
な
ど
で
姓
（
氏
）
が
変
わ
っ
た
と

き
に
、
そ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
姓
を
住
民
票

新
基
準

原
動
機
付
自
転
車
に
つ
い
て

　
野
外
で
ご
み
を
燃
や
す
こ
と
で
、
苦
情

が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ご
み
の
野
外
焼
却
は
、
一
部
を
除
き
、

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

に
よ
り
禁
止
さ
れ
、
刑
事
罰
の
対
象
と
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合

　
こ
の
場
合
で
も
、
生
活
環
境
へ
の
配
慮

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
農
林
業
者
が
生
業
を
営
む
た
め
の
や
む

を
得
な
い
焼
却
（
焼
き
畑
な
ど
）

◆
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で

軽
微
な
も
の
（
◇
落
ち
葉
焚
き
◇
キ
ャ

ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
　
な
ど
）

◆
風
俗
習
慣
な
ど
で
の
焼
却
（
◇
正
月
の

し
め
縄
◇
門
松
　
な
ど
）

◆
国
な
ど
が
行
う
河
川
敷
な
ど
で
の
草
焼
き

◆
災
害
な
ど
で
の
焼
却

　
簡
易
焼
却
炉
や
ド
ラ
ム
缶
な
ど
は
、
焼

却
設
備
の
構
造
な
ど
の
基
準
を
満
た
し
て

お
ら
ず
、
有
害
物
質
が
発
生
す
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
、
野
外
焼
却
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
こ
れ
ら
以
外
の
場
合
は
、
生
活
環
境
を

守
る
た
め
、
ご
み
は
自
分
で
焼
却
せ
ず

適
正
に
処
分
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
先

循
環
型
社
会
推
進
課
生
活
環
境
・
最

終
処
分
場
担
当☎（

５
８
０
）１
８
８
７

　
大
型
家
電
が
入
っ
て
い
る
箱
な
ど
で
、

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
や
ス
ポ
ン
ジ
な
ど
の
緩

衝
材
を
接
着
し
て
あ
る
ダ
ン
ボ
ー
ル
は
、

リ
サ
イ
ク
ル
で
き
ま
せ
ん
。
公
民
館
な
ど

に
あ
る
古
紙
回
収
倉
庫
に
は
入
れ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　
古
紙
回
収
倉
庫
に
入
れ
る
場
合
は
、
緩

衝
材
と
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
分
離
し
、
ダ
ン

ボ
ー
ル
の
み
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　
外
し
た
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
や
ス
ポ
ン
ジ

な
ど
と
、
分
別
で
き
ず
緩
衝
材
が
付
い
た

ま
ま
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
は
、
も
え
る
ご
み
と

し
て
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

循
環
型
社
会
推
進
課
生
活
環
境
・
最

終
処
分
場
担
当
　☎（５

８
０
）１
８
８
９

ご
み
の
野
外
焼
却
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

緩
衝
材
付
き
の

ダ
ン
ボ
ー
ル
は

古
紙
回
収
倉
庫
に

入
れ
な
い
で

や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
に
併
記
で
き

ま
す
。希
望
す
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
地
域
行
政
セ
ン
タ
ー
で
は
、
申
請
は
で

き
ま
せ
ん
。

●
必
要
な
も
の
　
◇
本
人
確
認
書
類
◇
旧

姓
が
確
認
で
き
る
戸
籍
謄
本
な
ど
◇

旧
姓
の
振
り
仮
名
が
確
認
で
き
る
資

料
（
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な

ど
）◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
持
っ

て
い
る
人
の
み
）

●
旧
姓
が
併
記
さ
れ
る
書
類
　
◇
住
民
票

の
写
し
◇
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

◇
印
鑑
登
録
証
明
書
◇
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
受
付
・
サ
ー
ビ

ス
担
当
　
　
☎（
５
８
０
）１
８
４
２

　
個
人
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の
特
別
徴

収
と
は
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

給
与
支
払
者
で
あ
る
事
業
主
が
、
従
業
員
に

支
払
う
毎
月
の
給
与
か
ら
市
県
民
税
を
差
し

個
人
住
民
税（
市
県
民
税
）の

特
別
徴
収
を
徹
底
し
て
い
ま
す

県ホームページ

今
年
度
の
成
人
歯
科
検
診

受
診
期
間
は
12
月
ま
で
で
す

住
民
票
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

旧
姓（
旧
氏
）が
併
記
で
き
ま
す

市ホームページ

40歳（昭和60年４月１日～昭和61年３月31日生）
50歳（昭和50年４月１日～昭和51年３月31日生）
60歳（昭和40年４月１日～昭和41年３月31日生）
70歳（昭和30年４月１日～昭和31年３月31日生）
の人　

歯周病・虫歯の確認

９月１日㈪～12月31日㈬
（歯科医院の診療時間内に限る）

500円（70歳または生活保護世帯は無料）

検診内容

期間

検診料金
（本人負担の金額）

対象者
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